
70歳未満の方の自己負担限度額

適用区分 自己負担限度額

オ ３４万円

７０歳～７４歳までの方の自己負担限度額

平成２７年８月から平成３０年７月まで

自己負担限度額

現役並み

所得者

低所得Ⅱ

（注５）

低所得Ⅰ

（注６）

平成３０年８月以降（注７）

自己負担限度額

現役並み

Ⅲ
現役並み
Ⅱ

現役並み
Ⅰ

低所得Ⅱ
（注５）
低所得Ⅰ
（注６）

一般

及び未申告（注３）

住民税非課税

所得区分（注１）

一般

課税所得

６９０万円以上
課税所得

３８０万円以上～６９０万円未満
課税所得

１４５万円以上～３８０万円未満
課税所得

１４５万円未満（注４）

２１２万円

１４１万円

６７万円

５６万円

３１万円

１９万円

１４５万円以上

課税所得

１４５万円未満（注４）

及び未申告（注３）

住民税非課税

６７万円

５６万円

３１万円

１９万円

ア

イ

ウ

エ

所得区分（注１）

課税所得

旧ただし書き所得（注２）

２１０万円超～６００万円以下

旧ただし書き所得（注２）

２１０万円以下

住民税非課税（注５）

２１２万円

１４１万円

６７万円

６０万円

所得区分（注１）

旧ただし書き所得（注２）

９０１万円超

及び未申告（注３）

旧ただし書き所得（注２）

６００万円超～９０１万円以下



（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

（注５） 同一世帯の国民健康保険加入者（擬制世帯主を含む）全員が

（注６）

（注７）

の自己負担限度額が変更になります。

住民税非課税の世帯です。

同一世帯の国民健康保険加入者（擬制世帯主を含む）全員が

非課税で、各人の所得が、必要経費及び控除（年金の所得は

控除額を８０万円として計算）を差し引いたときに０円になる世帯

の所得区分です。

７０歳から７４歳までの方（所得区分が現役並み所得者及び一般）

同一世帯の国民健康保険加入者（擬制世帯主を除く）各人が課税

所得１４５万円未満の７０歳～７４歳までの方がいる世帯の所得

区分です。平成２７年１月２日以降に７０歳になった方を含む世帯

で、７０歳～７４歳までの国民健康保険加入者（擬制世帯主を除く）

各人の旧ただし書き所得(上記（注１）参照）の合計が２１０万円以下

の場合も所得区分「一般」になります。

同一世帯の国民健康保険加入者（擬制世帯主を除く）各人の総所得

金額等から基礎控除額（３３万円）を差し引いた額を合計した額です。

（旧ただし書き所得）。

住民税未申告者がいる世帯は、所得区分の判定ができないため、

７０歳未満の方は適用区分「ア」、７０歳～７４歳までの方は所得

区分「一般」の扱いになります。

所得区分の判定は、計算期間の末日（１～７月の場合は前々年、　　　

８月～１２月の場合は前年）の所得により行います。


